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○箱根町重度障害者医療費助成要綱 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、重度障害者の保健の向上と福祉の増進を図るため、重度障害者が療養

の給付を受けた場合にその医療費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする 

(対象者) 

第2条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、

箱根町の住民基本台帳に記録されているものであって、社会保険各法の規定による被保険

者(組合員)及びその被扶養者又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被

保険者若しくは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医

療を受けることのできる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳

(以下「手帳」という。)の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令

第15号)別表第5号(以下「別表」という。)に規定する1級又は2級に該当する障害を有す

る者 

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号第15条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」

という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更

生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定された者 

(3) 手帳の交付を受け、別表の3級に該当する障害を有する知能指数が50以下と判定され

た者 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当する者 

2 前項に規定する社会保険各法とは、次の各号に掲げる法律をいう。 

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号) 

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号) 

(3) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号) 

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) 

(5) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号) 

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くもの

とする。 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療保護を受けている者 
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(2) その他法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療費の全額助成を受け

ている者 

(助成の始期及び終期) 

第3条 医療費の助成は、次に掲げる日以降に受けた療養の給付について行うものとする。 

(1) 箱根町の住民となった日 

(2) 社会保険各法の規定による被保険者(組合員)及びその被扶養者又は国民健康保険法

の規定による被保険者の資格を取得した日 

(3) 前条第1項各号のいずれかに認定され、又は判定された日 

2 医療費の助成は、次に掲げる日以降に受けた療養の給付については行わない。 

(1) 箱根町の住民でなくなった日 

(2) 社会保険各法の規定による被保険者(組合員)及びその被扶養者又は国民健康保険法

の規定による被保険者の資格を喪失した日 

(3) 障害程度の変更により前条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき 

(助成の申請) 

第4条 医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ重度障害者医療証交付申請書(第1

号様式)に被保険者証又は組合員証及び手帳を添えて町長に申請しなければならない。 

(医療証の交付) 

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者

に重度障害者医療証(第2号様式)を交付するものとする。 

(医療証の有効期間) 

第6条 重度障害者医療証の有効期間は1年とする。ただし、町長が特別な理由があると認

めたときは、この限りではない。 

(医療証の更新) 

第7条 医療証の更新は、職権により行うことができるものとする。 

(医療証の提示) 

第8条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、保険医療機関又は保険

薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養の給付を受けようとするときは、当

該保険医療機関等に医療証を提示しなければならない。 

(医療証の再交付申請) 

第9条 受給者は、医療証を破り、汚し、又は紛失したときは、重度障害者医療証再交付申

請書(第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。 
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2 医療証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、その医療証を添えなければならない。 

3 受給者は、医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、直ちにこれ

を町長に返還しなければならない。 

(届出の義務) 

第10条 受給者は、医療証の記載事項に変更があったとき又は助成資格を喪失したときは、

速やかに重度障害者医療証変更届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。 

2 医療証の有効期間が満了し、又は資格を喪失したときは、直ちに医療証を町長に返還し

なければならない。 

(療養の給付の適用範囲) 

第11条 この要綱の規定により医療費の助成を受けることができる療養の給付の範囲は、

社会保険各法及び国民健康保険法にそれぞれ規定する療養の給付とし、自己診療による療

養の給付については適用しない。 

(助成額) 

第12条 医療費の助成額は、療養の給付に要する費用のうち、社会保険各法、国民健康保

険法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療保険に関する法令の規定により療養の

給付を受ける者が負担すべき額とする。ただし、家族療養費付加給金又は高額療養費の支

給があるときは、療養の給付を受ける者が負担すべき額から当該不加給付金及び高額療養

費相当額を控除した額とする。 

(助成の方法) 

第13条 医療費の助成は、助成する費用を保険医療機関等に支払うことにより行うものと

する。ただし、受給者により療養費の支払いがなされたときは、当該受給者又は対象者に

対して支払うものとする。 

2 高額療養費が被保険者又は組合員に支給される場合は、前条本文に規定する額を保険医

療機関等に支払い、当該被保険者又は組合員から高額療養費に相当する額の返還を求める

ものとする。 

(費用の支払の請求) 

第14条 保険医療機関等は、療養の給付を受けた受給者に係る医療費の支払を町長に請求

する場合は、診療した日が属する月の医療費を一括して翌月15日までに重度障害者医療

費及び手数料請求書(第5号様式)により町長に請求するものとする。ただし、神奈川県国

民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が町長の委託を受けて取り扱う国民

健康保険被保険者の医療費の請求については、厚生労働省で定める診療報酬請求書及び診
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療報酬明細書を診療した日の属する月の翌月10日までに国保連合会に提出するものとす

る。 

2 前条第1項ただし書の規定により医療費の助成を受けようとする者とは、重度障害者療

養費支給申請書(第6号様式)に証拠書類を添えて町長に請求するものとする。 

(費用の支払い) 

第15条 町長は、前条の請求書又は申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適

正と認めたときは、医療費相当額を支払うものとする。 

2 国保連合会は、前条1項ただし書に規定する診療報酬明細書の提出があったときは、そ

の内容を審査し、適正と認めたときは、審査の終った日の属する月の翌月15日までに保

険医療機関等に支払うものとする。 

(取扱手数料の支払い) 

第16条 町長は、第14条本文に規定する請求に係る取扱手数料について保険医療機関等か

ら請求があった場合は、前条1項の例について支払うものとする。 

(損害賠償との調整) 

第17条 町長は、受給者がその疾病又は負傷について第三者から損害賠償を受けたときは、

その価額の限度において医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費

の額に相当する額を返還させることができる。 

(不正利得した場合の措置) 

第18条 町長は、偽りその他不正の手段によりこの要綱による助成を受けた者があるとき

は、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることが

できる。 

(受給権の保護) 

第19条 この要綱により助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保にすることができ

ない。 

(委任) 

第20条 この要綱に定めるものほか、重度障害者医療費の助成に関し必要な事項は別に定

める。 

附 則 

1 この要綱は昭和58年10月1日から施行し、昭和58年2月1日以後に受けた療養の給付から

適用する。 

2 箱根町国民健康保険重度障害者医療費助成要綱(昭和54年4月1日施行)は、廃止する。 
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3 昭和58年2月1日前に受けた療養の給付に係る遺留日の助成については、なお従前の例に

よる。 

附 則  

1 この要綱は昭和59年10月1日から施行する。 

2 この要綱の施行前の給付分については、従前の例によるものとする。 

附 則  

1 この要綱は平成25年4月1日から施行する。 

2 この要綱の施行前の給付分については、従前の例によるものとする。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用するこ

とができる。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用するこ

とができる。 
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第1号様式(第4条関係) 

第2号様式(第5条関係) 

第3号様式(第9条関係) 

第4号様式(第10条関係) 

第5号様式(第14条関係) 

第6号様式(第14条関係) 

 


